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第１条

この条例は、二元代表制の下、市民と議会との関係及

び議会と行政との関係並びに議会に関する基本的事項を

定めることにより、「市民に開かれた、市民のための議会」

を実現するとともに、市民の負託に応え、市民が安心して

生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的

とする。

三浦市議会基本条例の目的



三浦市議会基本条例について

１ 条例制定までの経過

２ 条例の主な内容

３ 制定された後の議会

４ 今後の取り組み



（１） 特別委員会の設置

（２） 意見募集の実施

（３） 市民説明会の開催

（４） インターネット中継の実施

（５） 三浦市議会基本条例の制定

１ 条例制定までの経過



① 条例策定等特別委員会の設置と開催

平成２３年６月２７日に設置

平成２６年３月１８日まで２２回開催

② 研修会の開催

平成２５年１月１７日に開催

③ 先進都市への視察

平成２５年１月３１日から２月１日まで

京都府京丹後市及び木津川市に視察

（１） 特別委員会の設置









平成２５年１０月１日から１０月３１日まで、三

浦市議会基本条例(素案)についての意見募集

を行いました。

市民の方から１３項目の意見が出され、それ

らの意見について市のホームページ等で回答

しました。

（２） 意見募集の実施



平成２５年１０月２４日、市民説明会を三浦市

青少年会館ホールで開催しました。

参加者は、１９名でした。

市民の方から１５項目の意見が出され、それ

らの意見について市のホームページ等で回答

しました。

（３） 市民説明会の開催





特別委員会で「本会議のインターネット中継」に

ついて議論がされ、「市民に開かれた議会」として

実現に向け検討をしました。

平成２５年第４回定例会(１２月議会)からユースト

リームで「本会議のインターネット中継」が実施され

ました。

（４） インターネット中継の実施



平成２６年３月２４日の三浦市議会本会議におい

て全会一致で可決され、４月１日に施行されまし

た。

三浦市議会基本条例制定に伴い関連条例及び

規則についても改正がされました。

（５） 三浦市議会基本条例の制定



（１） 市民への情報公開

（２） 議会報告会の開催

（３） 政策討論会の開催

（４） 議員間の討議

（５） 有識者との懇談会

（６） 一問一答方式の実施

（７） 市長の反問権

２ 条例の主な内容



第３条第１項

議会は、議会の会議、委員会等の諸活動（以下

「議会活動」という。）に関する情報を積極的に市

民に公開し、透明性を高めるとともに、市民に対

する説明責任を果たさなければならない。

（１） 市民への情報公開



第３条第６項

議会は、全議員による市民に対する議会報告

会を開催することにより、議会活動に関する情

報を直接市民に提供し、説明責任を果たすとと

もに、市政全般に関する課題について市民と意

見を交換し、市民からの政策の提言を受け、議

会活動に反映させるものとする。

（２） 議会報告会の開催



第４条第２項

議会は、重要な行政課題等について議員が

自由に意見交換し、相互に理解し、及び一致

点を見出す場として政策討論会を開催するこ

とができるものとする。

（３） 政策討論会の開催



第４条第３項 前段

議会は、言論の府であること及び合議制の機

関であることを十分認識し、委員会の審査にお

いては、議員間の討議を通して、合意形成に努

めるものとする。

（４） 議員間の討議



第４条第５項

委員会は、有識者との懇談会を開催し、議会活

動に反映及び活用をすることができるものとする。

（５） 有識者との懇談会



第１０条第２項

会議における質疑及び質問は、広く市政上の

論点及び争点を明確にするために、対面による

一問一答の方式により行うことができるものとす

る。

（６） 一問一答方式の実施



第１０条第３項

市長は、議員の質問に対し、議長の許可を得て

反問することができるものとする。

（７） 市長の反問権



条例の主な内容 イメージ図

議会

「市民に開かれた、市民のための議会」を目指して

＊市民への情報公開
＊議会報告会の開催

市民と議会

＊一問一答方式の実施
＊市長の反問権

市長と議会

＊政策討論会の開催
＊議員間の討議
＊有識者との懇談会

議会の活動 市民

市長



（１） 一問一答方式の実施

（２） 議会報告会の開催

３ 制定された後の議会



① 一般質問

第２回定例会(６月議会) 一問一答方式 ８名

一括方式 ５名

第３回定例会(９月議会) 一問一答方式 ８名

一括方式 ５名

② 議案質疑

第３回定例会(９月議会) 一問一答方式 １名

（１） 一問一答方式の実施





１０月１８日(土)   １４時から１５時３０分

潮風アリーナ研修室

１０月１９日(日) １４時から１５時３０分

青少年会館ホール

１９時から２０時３０分

南下浦市民センター講堂

（２） 議会報告会の開催



（１） 一問一答方式のあり方

論点及び争点を明確にするための取り組み

（２） 政策討論会の開催等の実施

① 政策討論会の開催

② 議員間の討議

③ 有識者との懇談会 の取り組み

４ 今後の取り組み



質疑応答


